
33 33 22 14 15 10 21 13 33 0 5 5 0 2 31 0 0

岩手県 盛岡市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
岩手県 宮古市 ○ ○ ○ ○

岩手県 大船渡市 ○ ○ ○ ○

岩手県 花巻市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 就学時検診の案内通知に入学前支給のチラシを同封 ○

岩手県 北上市 ○ ○ ○ ○ ○ 就学時健康診断の案内通知に、入学前支給の案内を同封。 ○

岩手県 久慈市 ○ ○ ○ ○ ○
保育園を通じて小学校入学前の新一年生の保護者に対し制度周知のチラ
シを配布 ○

岩手県 遠野市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
岩手県 一関市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 児童扶養手当証書の送付に併せて案内を配布（10月） ○

岩手県 陸前高田市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

岩手県 釜石市 ○ ○ ○ ○ ○ ○
岩手県 二戸市 ○ ○ ○ ○
岩手県 八幡平市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

岩手県 奥州市 ○ ○ ○ ○ ○

岩手県 滝沢市 ○ ○ ○ ○ ○ ○

岩手県 雫石町 ○ ○ ○ ○ ○ ○

岩手県 葛巻町 ○ ○ ○ ○ ○ ○

岩手県 岩手町 ○ ○ ○ ○

岩手県 紫波町 ○ ○ ○ ○ ○

岩手県 矢巾町 ○ ○ ○
岩手県 西和賀町 ○ ○

岩手県 金ケ崎町 ○ ○ ○ ○

岩手県 平泉町 ○ ○

岩手県 住田町 ○ ○ ○ ○ ○
岩手県 大槌町 ○ ○ ○ ○
岩手県 山田町 ○ ○ ○ ○

岩手県 岩泉町 ○ ○ ○ ○ ○

岩手県 田野畑村 ○ ○ ○

岩手県 普代村 ○ ○ ○
・各学校に対して制度を書面で通知。
・入学前に子ども園で就学援助制度の書類を配布。 ○

岩手県 軽米町 ○ ○ ○ ○ ○ ○
岩手県 野田村 ○ ○ ○
岩手県 九戸村 ○ ○ ○ ○ ○

岩手県 洋野町 ○ ○ ○ ○ ○ ○

岩手県 一戸町 ○ ○ ○ ○ ○ ○

市区町村名都道府県

（１）　就学援助制度の周知方法(あてはまるもの全てに○)

（２）ケの内容

（３）　就学援助（要保護・準要保護）の申請期間(あ
てはまるもの全てに○)

（４）　エの内容・補足事項

オ．学校の
入学説明会
で就学援助
制度の書類
を配布

カ．入学時
に学校で就
学援助制度
の書類を配
布

キ．毎年度
の進級時に
学校で就学
援助制度の
書類を配布

ク．民生委
員やスクー
ルソーシャ
ルワーカー
等から案内
を配布

ケ．その他
→（２）

ア．申請締
切を設定
し，期間内
の申請のみ
受け付け

イ．随時申
請を受け付
けており，
年度当初分
から援助

ウ．随時申
請を受け付
けており，
締切を過ぎ
た申請の場
合は申請月
や認定月以
降分から援
助

エ．その他
→（４）

１．就学援助制度の周知方法

ア．教育委
員会のウェ
ブサイトに
制度を掲載

イ．自治体
の広報誌等
に制度を記
載

ウ．就学案
内の書類に
記載又は就
学案内の書
類とともに
配布

エ．就学時
健康診断の
際に学校で
就学援助制
度の書類を
配布



33 33

岩手県 盛岡市
岩手県 宮古市

岩手県 大船渡市

岩手県 花巻市

岩手県 北上市

岩手県 久慈市

岩手県 遠野市
岩手県 一関市

岩手県 陸前高田市

岩手県 釜石市
岩手県 二戸市
岩手県 八幡平市

岩手県 奥州市

岩手県 滝沢市

岩手県 雫石町

岩手県 葛巻町

岩手県 岩手町

岩手県 紫波町

岩手県 矢巾町
岩手県 西和賀町

岩手県 金ケ崎町

岩手県 平泉町

岩手県 住田町
岩手県 大槌町
岩手県 山田町

岩手県 岩泉町

岩手県 田野畑村

岩手県 普代村

岩手県 軽米町
岩手県 野田村
岩手県 九戸村

岩手県 洋野町

岩手県 一戸町

市区町村名都道府県

27 4 8 1 0 1 1 1 16

○ 援助対象となる年間収入の目安額等の記載，各費目の援助額や年間総援助額の記載
○

○ 援助対象となる年間所得の目安額等を記載、各費目の援助額を記載

○ 市内小中学校を通じて全保護者へ就学援助制度についてのチラシを配布（２学期末から３学期初め頃）

○

○
市の広報やホームページに記事を掲載
案内文書に援助対象となる年間収入額目安額を記載

○
　新入学児童生徒の保護者に対しては、入学する学校で行われる入学説明会の際に就学援助制度について周知を図っている。また、在学児
童生徒の保護者に対しては、学校を通じて就学援助制度のチラシ等を配布し周知を図っている。

○ 各費目の援助額や年間総援助額、対象となる年間収入の目安額等を記載

○ ○ ○
○

各費目の援助額や年間総支給額が記載されたリーフレットを平易な文面で作成している。また、担当部署と連携をとり、児童扶養手当受給申
請を行うために来庁した際には就学援助制度についても周知している。

○ 学校を通して保護者に周知する際に、就学援助のお知らせだけでなく、申請書も全児童生徒の人数分を印刷して配布している。
○ 平易な文面の使用、漢字には送り仮名を付記、各費目の援助額の記載
○

○

○

○ ○ ○

○

○

○ 申請書に要件や援助の内容(金額)および支給時期、手続き方法について明記している。

○
○

○
毎年度就学援助制度の周知用チラシを全保護者に配付。就学時健診の際にも周知用チラシを配布。転入者に対しては、転入手続の際に前
在籍校での就学援助受給の有無を確認し必要に応じて当町の制度の紹介をしている。

○
就学援助については毎年度申請の時期に町内の児童生徒全員に「就学援助制度のお知らせ」を配布している。援助額や費目、目安となる金
額等を記載し、できるだけわかりやすいものを作成している。

○ 目につきやすいカラー印刷のチラシを利用。平易な文面を使用し、各費目の援助額を記載して、全児童生徒の保護者に周知。
○
○

○ ○ ○ 援助対象となる年間所得の目安額を記載

○

○ ○

○
○ 就学援助申請書の提出前に「就学援助希望確認書」の提出を求めている。
○

○
・援助対象となる年間所得の目安額等を記載
・各費目の援助額等の記載

○ ○

・希望者だけでなく援助の必要があると思われる家庭へ学校から声かけを
行っている。
・福祉部局と連携し、援助の必要がある場合は学校へ相談するよう案内をし
てもらっている。

（５）　就学援助（要保護・準要保護）の申請書の提出方法
　　　(あてはまるもの全てに○)

（７） 就学援助制度周知の工夫

１．就学援助制度の周知方法

ア．希望者
が学校に提
出（申請者
のみ提出）

イ．希望者
が教育委員
会に提出
（申請者の
み提出）

ウ．希望者
が学校もしく
は教育委員
会に提出
（申請者の
み提出）

エ．全員が
学校に提出
（申請の有
無にかかわ
らず全員提
出）

オ．全員が
教育委員会
に提出（申
請の有無に
かかわらず
全員提出）

カ．全員が
学校もしくは
教育委員会
に提出（申
請の有無に
かかわらず
全員提出）

キ．その他
→（６）

（６） キの内容



33 33

岩手県 盛岡市
岩手県 宮古市

岩手県 大船渡市

岩手県 花巻市

岩手県 北上市

岩手県 久慈市

岩手県 遠野市
岩手県 一関市

岩手県 陸前高田市

岩手県 釜石市
岩手県 二戸市
岩手県 八幡平市

岩手県 奥州市

岩手県 滝沢市

岩手県 雫石町

岩手県 葛巻町

岩手県 岩手町

岩手県 紫波町

岩手県 矢巾町
岩手県 西和賀町

岩手県 金ケ崎町

岩手県 平泉町

岩手県 住田町
岩手県 大槌町
岩手県 山田町

岩手県 岩泉町

岩手県 田野畑村

岩手県 普代村

岩手県 軽米町
岩手県 野田村
岩手県 九戸村

岩手県 洋野町

岩手県 一戸町

市区町村名都道府県

ア．入学
前支給を
行ってい
る。

イ．入学
前支給を
行ってい
ないが，
現在検討
はしてい
る。

ウ．入学
前支給を
行ってお
らず，現
在検討も
していな
い。

エ．その
他
→（２）

ア．令和2
年度（令
和３年度
新入学
分）以前

イ．令和３
年度（令
和４年度
新入学
分）

ウ．令和４
年度（令
和５年度
新入学
分）以降

エ．未定 ア．　８月
以前

イ．  ９月 ウ．１０月 エ．１１月 オ．１２月 カ．　１月 キ．　２月 ク．　３月 ケ． ４月
初旬（入
学式前）

ア．教育委員
会のウェブサ
イトに案内を
掲載

イ．自治体の
広報誌等に
案内を掲載

ウ．就学案内
の書類に記載
又は就学案内
の書類ととも
に配布

エ．就学時健
康診断の際
に学校で案
内を配布

オ．学校の入
学前説明会の
際に案内を配
布

カ．域内の幼
稚園や保育所
で案内を配布

キ．域内の小
中学校で在校
生及び保護
者に対して案
内を配布（兄
弟姉妹がいる
場合など）

ク．民生委員
やスクール
ソーシャル
ワーカー等か
ら案内を配布

ケ．その他
→（６）

ア．予算の確
保が困難だ
から。

イ．規則改正
などの内部
手続きに時
間がかかる
から。

ウ．認定回
数が増える，
支給後に転
居へした場
合の対応な
ど，事務業務
量が増加す
るから。

エ．その他
→（８）

33 0 0 0 0 33 0 0 0 1 0 0 0 1 0 5 26 0 11 8 11 11 12 4 3 0 8 8 0 0 0 0 0

○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ 郵送

○ ○ ○ ○
対象者に制度案内・申請書を郵
送

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
就学時検診の案内通知に入学前
支給のチラシを同封

○ ○ ○ ○
就学時健康診断の案内通知に、
入学前支給の案内を同封

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○
入学通知書を送付の際、案内文
書を同封している。

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○
入学通知と併せて入学予定保護
者全員に周知

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○
就学時健康診断の結果の書類と
ともに配布

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○
就学時健診結果の際に就学援助
のお知らせを同封している。

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○

（２）
エの内容

（３）　（1）でアと回答した場合は入学前支給
を導入した時期，イと回答した場合は導入
開始を検討（予定）している時期

（４）　（1）でアと回答した場合，支給した時期（複数回支給している場合は最初の時期） （５）　（1）でアと回答した場合，小学校入学前の者に対する周知（あてはまるもの全てに○）

（6）　ケの内容

（７）　（1）でウと回答した場合，その理由（当てはまるも
の全てに○）

（８）　エの内容

２．新入学児童生徒学用品費等の入学前支給（要保護及び準要保護）

令和３年７月時点の実施（検討）状況（あてはまるもの１つに○）

（１）　実施・検討状況について

＜小学校＞



33 33

岩手県 盛岡市
岩手県 宮古市

岩手県 大船渡市

岩手県 花巻市

岩手県 北上市

岩手県 久慈市

岩手県 遠野市
岩手県 一関市

岩手県 陸前高田市

岩手県 釜石市
岩手県 二戸市
岩手県 八幡平市

岩手県 奥州市

岩手県 滝沢市

岩手県 雫石町

岩手県 葛巻町

岩手県 岩手町

岩手県 紫波町

岩手県 矢巾町
岩手県 西和賀町

岩手県 金ケ崎町

岩手県 平泉町

岩手県 住田町
岩手県 大槌町
岩手県 山田町

岩手県 岩泉町

岩手県 田野畑村

岩手県 普代村

岩手県 軽米町
岩手県 野田村
岩手県 九戸村

岩手県 洋野町

岩手県 一戸町

市区町村名都道府県

ア．入学前
支給を行っ
ている。

イ．入学
前支給を
行ってい
ないが，
現在検討
はしてい
る。

ウ．入学
前支給を
行ってお
らず，現
在検討も
していな
い。

エ．その
他
→（２）

ア．令和2
年度（令
和３年度
新入学
分）以前

イ．令和
３年度
（令和４
年度新入
学分）

ウ．令和
４年度
（令和５
年度新入
学分）以
降

エ．未定 ア．　８月
以前

イ．  ９月 ウ．１０月 エ．１１月 オ．１２月 カ．　１月 キ．　２月 ク．　３月 ケ． ４月
初旬（入
学式前）

ア．予算の確
保が困難だ
から。

イ．規則改正
などの内部
手続きに時
間がかかる
から。

ウ．認定回数
が増える，支
給後に転居
へした場合
の対応など，
事務業務量
が増加する
から。

エ．その他
→（６）

33 0 0 0 0 33 0 0 0 1 0 0 0 2 0 5 25 0 0 0 0 0 0

○ ○ ○
○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○
○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○
○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

（２）
エの内容

（３）　（1）でアと回答した場合は入学前支
給を導入した時期，イと回答した場合は
導入開始を検討（予定）している時期

（１）　実施・検討状況について （４）　（1）でアと回答した場合，支給した時期（複数回支給している場合は最初の時期）
（５）　（４）でウと回答した場合，その理由（当てはまるも
の全てに○）

（６）　エの内容

２．新入学児童生徒学用品費等の入学前支給（要保護及び準要保護）

令和３年７月時点の実施（検討）状況（あてはまるもの１つに○）

＜中学校＞



33 33

岩手県 盛岡市
岩手県 宮古市

岩手県 大船渡市

岩手県 花巻市

岩手県 北上市

岩手県 久慈市

岩手県 遠野市
岩手県 一関市

岩手県 陸前高田市

岩手県 釜石市
岩手県 二戸市
岩手県 八幡平市

岩手県 奥州市

岩手県 滝沢市

岩手県 雫石町

岩手県 葛巻町

岩手県 岩手町

岩手県 紫波町

岩手県 矢巾町
岩手県 西和賀町

岩手県 金ケ崎町

岩手県 平泉町

岩手県 住田町
岩手県 大槌町
岩手県 山田町

岩手県 岩泉町

岩手県 田野畑村

岩手県 普代村

岩手県 軽米町
岩手県 野田村
岩手県 九戸村

岩手県 洋野町

岩手県 一戸町

市区町村名都道府県
係数（倍率） 係数（倍率）

倍 倍

10 1 16 0 6 6 21 19 16 15 13 24 7 4 11 13 7 5 13 7 15 10 6 0 7 31 0 7 1

○ ○ ○ ○ 1.3 特別の事情により経済的に困窮しているご家庭
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 教育長が特に認めた者

○
従来からの認定基準により判断しており、家計急
変世帯への対応は実施していない。 ○ ○ ○ ○ 1.3

○ ○ 1.3

○
従来どおり、申請期限を設けず随時受付してい
る。 ○ 1.4

○ ○ ○ ○ 1.3

○ ○ 1.3
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3

○
従来からの認定基準により判断しており、家計急
変世帯への対応は実施していない。 ○ ○ ○ ○ 1.3

○ ○ ○ ○ 1.3
○ ○ ○ ○ 1.3
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3

○ ○ 1.3

○
申請は随時受け付けており、夏季休暇明けに合
わせて、再度制度の周知を行う予定。 ○ 1.3

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3

○
新たな認定基準は設けていないが、通常の認定
基準で判定し、対応する。 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1

教育長が特に就学援助の必要があると認めたも
の

○ 新たな認定基準の整備は予定していない ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3
災害その他特別な事情により、児童生徒の就学
に支障があると認められる者

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3
○ ○ 1.2

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3
その他、教育委員会が特に就学援助の必要があ
ると認めた者

カの児童扶養手当の要件として全部支
給であること（一部支給は認定要件に
当てはまらない）

○ ○ ○ ○ 1.2

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3
○ ○ 1.3
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2
その他町長が就学援助費の支給が特に必要と認
められるもの

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○

1.3

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
母子または父子家庭であり、前年の所得が125万
円以下の世帯

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1
○ ○ ○ 1.5

○ ○ 1.3

○ ○ ○ ○ 1.3

（１）　当てはまるもの１つに○

３．　新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた家計急変世帯の認定について（準要保護）

（６）　テの内容 （７）　補足事項

（２）
オの内容

・
補足事項

セ．生活福
祉資金に
よる貸付
け

ソ．生活保護の
基準額に一定の
係数を掛けたも
の（生活保護の
基準額が変わる
と自動的に要件
が変わるもの）
（例：生活保護の
1.3倍，1.5倍等）
（係数（倍率）を
（４）に記入してく
ださい。）

タ．生活保護の
基準額に一定の
係数を掛けたも
の（生活保護の
基準額を参照し
て額を定めてい
るもの）（例：生
活保護の1.3倍
の額（394万
円），1.5倍（455
万円）等）
→係数（倍率）を
（４）に記入。

チ．特別支援
教育就学奨励
費の需要額測
定に用いる保
護基準額，又
は同基準額に
一定の係数を
掛けたもの
→係数（倍率）
を（４）に記
入。

ツ．市区町村
民税（所得割
又は均等割）
課税最低限度
額に一定の係
数を掛けたも
の　（例：課税
最低限度額の
1.0倍，1.5倍
等）
→係数（倍率）
および目安額
を（５）に記入

ア．従前よ
り家計急
変世帯の
認定を行っ
ており，そ
の際と同
様の基準
により認定

イ．新型コ
ロナウイル
ス感染症
の影響を
踏まえて，
新たに認
定基準を
整備し，そ
の基準に
より認定

ウ．相談が
あった場
合，事例に
応じて個別
に対応

エ．新たに
認定基準
を整備する
ことを検討
中

オ．その他
→（２）

ア．生活
保護法に
基づく保
護の停止
または廃
止

イ．市区
町村民税
の非課税

ウ．市区
町村民税
の減免

エ．国民
年金保険
料の免除

オ．国民
健康保険
法の保険
料の減免
または徴
収の猶予

カ．児童
扶養手当
の支給

キ．保護
者が職業
安定所登
録日雇労
働者

ク．P・T・
A会費，
学級費等
の学校納
付金の減
免が行な
われてい
る者

ケ．個人
の事業税
の減免

コ．固定
資産税の
減免

サ．学校納付
金の納付状態
の悪い者，昼
食，被服等が
悪い者または
学用品，通学
用品等に不自
由している者
等で保護者の
生活状態がき
わめて悪いと
認められるも
の

シ．経済的
な理由に
よる欠席
日数が多
い者

ス．保護者
の職業が
不安定で，
生活状態
が悪いと
認められ
る者

４．就学援助制度の根拠規定・認定基準について

テ．その他
→（６）

（４）　ソ，タ又は
チを回答した場
合，生活保護基
準額等に掛ける
係数（倍率）

（５）　ツを回答し
た場合，市区町
村民税課税最
低限度額に掛け
る係数（倍率）

（３）　令和３年度当初における準要保護の認定基準（該当するもの全てに○）



33 33

岩手県 盛岡市
岩手県 宮古市

岩手県 大船渡市

岩手県 花巻市

岩手県 北上市

岩手県 久慈市

岩手県 遠野市
岩手県 一関市

岩手県 陸前高田市

岩手県 釜石市
岩手県 二戸市
岩手県 八幡平市

岩手県 奥州市

岩手県 滝沢市

岩手県 雫石町

岩手県 葛巻町

岩手県 岩手町

岩手県 紫波町

岩手県 矢巾町
岩手県 西和賀町

岩手県 金ケ崎町

岩手県 平泉町

岩手県 住田町
岩手県 大槌町
岩手県 山田町

岩手県 岩泉町

岩手県 田野畑村

岩手県 普代村

岩手県 軽米町
岩手県 野田村
岩手県 九戸村

岩手県 洋野町

岩手県 一戸町

市区町村名都道府県

６．就学援助率

ア．反映させる
（新たな認定基準
に更新）

イ．反映させない
（従前の認定基
準を継続）

年 月

ア．生活保護基準見直しの影響
が生じる可能性があるため，対応
している。（見直し後の生活保護
基準に基づく準要保護の認定基
準で否認定となった者は，改め
て，見直し前の生活保護基準に
基づく準要保護の認定基準により
再認定など）

イ．生活保護基準見直しの影響
が生じないと想定されるため，対
応していない（準要保護者がいな
い，影響を受ける所得層の準要

保護者がいない等）

ウ．生活保護基準見直しの影響
が生じると想定されるが，対応し
ていない

エ．その他

→（４）

12 13 13 13 8 4 0 0 0 33

○ 平成25 8

15%未満

○ 平成24 4 15%未満

○ ○
20%未満

○ ○
10%未満

○ ○
10%未満

○ 平成25 8
25%未満

○ ○
20%未満

○ 平成25 8 10%未満

○ ○
10%未満

○ 平成24 12
25%未満

20%未満
○ 平成27 4 20%未満

○ ○
10%未満

20%未満

○ ○

15%未満

○ 平成29 4
20%未満

○ 平成25 4
15%未満

○ 平成25 3
15%未満

10%未満

15%未満

○ 平成25 4
10%未満

○ ○
15%未満

○ ○
10%未満

○ 平成24 12 15%未満
○ 平成25 8 20%未満

○ ○
25%未満

○

○ 15%未満

20%未満

15%未満

20%未満
○ ○ 20%未満

○ 平成30 4
15%未満

15%未満

（１）　令和３年４月以降，準要保護
の認定基準として認定基準に反映
させるか。

令和２年度

（３）　（１）でアを回答した場合，令和３年４月以降，生活保護基準見直しにより，従前の基準であれば要保護・準要保護として認定される保
護者の認定結果に変動がある場合，生活保護基準見直しの影響に対して，何らかの対応を行っているか。

（４）エの内容・補足事項

（２）　（１）でイを回答した場合，いつ
の時点の生活保護基準を参照して
いるか。

５．生活保護基準見直しによる準要保護への影響及び対応について

４．（３）で ソ，タを回答した場合，平成30年１０月から段階的に実施されている生活保護基準の見直しに伴い，見直し前と比べて，生活保護基準額が減額となる場合についての令和３年４月以降の対応



33 33

岩手県 盛岡市
岩手県 宮古市

岩手県 大船渡市

岩手県 花巻市

岩手県 北上市

岩手県 久慈市

岩手県 遠野市
岩手県 一関市

岩手県 陸前高田市

岩手県 釜石市
岩手県 二戸市
岩手県 八幡平市

岩手県 奥州市

岩手県 滝沢市

岩手県 雫石町

岩手県 葛巻町

岩手県 岩手町

岩手県 紫波町

岩手県 矢巾町
岩手県 西和賀町

岩手県 金ケ崎町

岩手県 平泉町

岩手県 住田町
岩手県 大槌町
岩手県 山田町

岩手県 岩泉町

岩手県 田野畑村

岩手県 普代村

岩手県 軽米町
岩手県 野田村
岩手県 九戸村

岩手県 洋野町

岩手県 一戸町

市区町村名都道府県

費目の
設定の
有無

実費 支給平
均額

現物支
給

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和３
年度単
価

その他 費目の
設定の
有無

実費 支給平
均額

現物支
給

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和３
年度単
価

その他 費目の
設定の
有無

実費 支給平
均額

現物支
給

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和３
年度単
価

その他 費目の
設定の
有無

実費 支給平
均額

現物支
給

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和３
年度単
価

その他

33 0 0 0 9 9 9 24 24 0 33 0 0 0 7 7 7 26 26 0 15 7 7 1 4 4 4 0 0 2 33 29 29 0 4 4 4 0 0 0 26

○ ○ 11,630 ○ ○ 51,060 ○ ○ 9,185 ○ ○ 13,405
体育実技用具費の上限額について，スキー　26，500円，スケート　11，810円（授業で使用する場
合で1～3学年，4～6学年の各3年間に一度，1種類限りで，上記金額を限度とする）

○ ○ 18,000 ○ ○ 51,060 ○ ○ 11,916 クラブ活動費・生徒会費・ＰＴＡ会費は学用品費に含む形で支給している。

○ ○ 11,630 11,490 ○ ○ 51,060 51,060 ○ ○ 40,020 0 ○ ○ 15,682 通学費・クラブ活動費・生徒会費は実績なし

○ ○ 11,630 ○ ○ 51,060 ○ ○ 0 ○ ○ 16,674 体育実技用具費・通学費　実績なし

○ ○ 11,630 ○ ○ 51,060 ○ ○ 15,745
医療費及び学校給食費は支給平均額の算出が困難なため、令和３年度予算に計上した単価を
記載。

○ ○ 11,630 ○ ○ 51,060 ○ ○ 0 ○ ○ 14,570 通学費については実績なし

○ ○ 11,630 11,537 ○ ○ 51,060 51,060 ○ ○ 8,000 8,000 ○ ○ 18,198 児童会費、オンライン学習通信費　実績なし。クラブ活動費の支給額は実績額。
○ ○ 11,630 ○ ○ 51,060 ○ ○ 14,402

○ ○ 11,630 ○ ○ 51,060 ○ ○ 14,896 体育実技用品費、生徒会費、オンライン学習通信費については支給実績なし

○ ○ 11,630 11,538 ○ ○ 51,060 ○ ○ 0 ○ ○ 15,881
体育実技用具費、通学費は実績なし
通学用品費、新入学児童生徒学用品費は４月１日認定の児童に限り支給

○ ○ 11,630 11,378 ○ ○ 51,060 51,060 ○ ○ 15,957 校外活動費（宿泊を伴わないもの）は実績なし
○ ○ 11,630 ○ ○ 51,060 ○ ○ 16,112 校外活動費（宿泊を伴うもの）、クラブ活動費、オンライン学習通信費は実績なし

○ ○ 11,630 ○ ○ 51,060 ○ ○ ○ ○ 10,830
校外活動費の平均支給額は予算額。通学費は対象者に限り19円/㎞を支給。医療費は受診した
医療機関に直接振り込む。学校給食費は公金振替にて対応。

○ ○ 11,630 ○ ○ 51,060 ○ ○ 13,849 ○ ○ 13,860

○ ○ 11,630 ○ ○ 51,060 ○ ○ 27,000

体育実技用具費：１～３年で１回、４～６年で１回
通学用品費：２～６年生対象
修学旅行費、医療費：令和３年度予算計上単価
PTA会費：１世帯当たりの上限額

○ ○ 13,900 ○ ○ 51,060 ○ ○ 36,000 ○ ○ 16,270

○ ○ 11,630 ○ ○ 51,060 ○ ○ 19,146

○ ○ 11,630 ○ ○ 51,060 ○ ○ 40,020 0 ○ ○ 27,000 22,000
「支給平均額」欄について、執行額による記入が困難なため、令和3年度予算に計上した単価を
記載。通学費については、実績無しのため0円で記入。

○ ○ 11,630 ○ ○ 51,060 ○ ○ 22,690 14,314

体育実技用具費については実績なし。
校外活動費（宿泊を伴うもの）については実績なし。
オンライン学習通信費については令和3年度から追加したため実績なし。

○ ○ 11,630 ○ ○ 51,060 ○ ○ ○ 12,493 小学校では生徒会費を徴収していないため支給せず。医療費の請求はないので、実績はなし。

○ ○ 11,630 ○ ○ 51,060 ○ ○ 30,000 平均支給額については令和3年度予算計上単価

○ ○ 12,765 ○ ○ 51,060 ○ ○ 25,000

医療費については、当町の医療費助成制度の方が優先されるため、費目としてはあるものの支
給実績がない。
オンライン学習通信費についても、費目はあるが現時点では実績がない。

○ ○ 11,630 11,242 ○ ○ 51,060 51,060 ○ ○ 15,554

令和３年度予算に計上した単価を支給平均額に記載：オンライン学習通信費
実績なし：校外活動費（宿泊を伴わないもの）,クラブ活動費,医療費,学校給食費
学校給食費については,無償としているため実績なし。

○ ○ 11,630 ○ ○ 51,060 ○ ○ 12,675
○ ○ 11,630 ○ ○ 51,060 ○ ○ 11,500 校外活動費（宿泊を伴うもの）は実績なし

○ ○ 11,630 ○ ○ 51,060 ○ ○ 16,455

○ ○ 15,500 14,966 ○ ○ 51,060 12,368 ○ ○ 1,877

学用品費　　：小学１年　　　　→13,230円
　　　　　　　　　小学２年～６年→15,500円
学校給食費：新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金充当

○ ○ 11,630 11,630 ○ ○ 51,060 51,060 ○ ○ ○ ○ 16,584 通学用品費、校外活動費（宿泊を伴わないもの）、クラブ活動費、生徒会費については実績なし

○ ○ 11,630 ○ ○ 51,060 ○ ○ 40,020 0 ○ ○ 22,690 18,420

「通学費」「クラブ活動費」は支給実績なし
「オンライン学習通信費」は令和３年度からの新費目
「学校給食費」は令和３年度からの学校給食費の無償化に伴い費目から除外

○ ○ 11,630 ○ ○ 51,060 ○ ○ 0 ○ ○ 30,500 通学費、クラブ活動費、生徒会費及び医療費：実績なし
○ ○ 11,630 11,416 ○ ○ 51,060 51,060 ○ ○ 18,453 医療費については実績なし

○ ○ 11,630 ○ ○ 51,060 ○ ○ 21,890 18,091

○ ○ 11,630 11,630 ○ ○ 51,060 ○ ○ ○ ○ 15,031

・通学費　－　小学校及び中学校の児童生徒に対する通学費の補助に関する規定により当町で
は公共交通機関及び徒歩、自家用車を利用しなければならない町内全児童生徒に対し、通学費
を補助していることから就学援助としての費目は設定しているが就学援助として支給はしていな
い。
・オンライン学習通信費　－　当町では、町が通信費用等を負担することとしているため支給はし
ていない。

補足事項

修学旅行費学用品費 新入学児童生徒学用品費等 通学費

（１）　小学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）

７．令和３年度準要保護就学援助額



33 33

岩手県 盛岡市
岩手県 宮古市

岩手県 大船渡市

岩手県 花巻市

岩手県 北上市

岩手県 久慈市

岩手県 遠野市
岩手県 一関市

岩手県 陸前高田市

岩手県 釜石市
岩手県 二戸市
岩手県 八幡平市

岩手県 奥州市

岩手県 滝沢市

岩手県 雫石町

岩手県 葛巻町

岩手県 岩手町

岩手県 紫波町

岩手県 矢巾町
岩手県 西和賀町

岩手県 金ケ崎町

岩手県 平泉町

岩手県 住田町
岩手県 大槌町
岩手県 山田町

岩手県 岩泉町

岩手県 田野畑村

岩手県 普代村

岩手県 軽米町
岩手県 野田村
岩手県 九戸村

岩手県 洋野町

岩手県 一戸町

市区町村名都道府県

費目の
設定の
有無

実費 支給平
均額

現物支
給

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和３
年度単
価

その他 費目の
設定の
有無

実費 支給平
均額

現物支
給

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和３
年度単
価

その他 費目の
設定の
有無

実費 支給平
均額

現物支
給

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和３
年度単
価

その他 費目の
設定の
有無

実費 支給平
均額

現物支
給

上限額 上限の
金額

支給平
均額

一定額 令和３
年度単
価

その他

33 0 0 0 9 9 9 24 24 0 33 0 0 0 8 8 8 25 25 0 15 8 8 1 4 4 4 0 0 2 33 29 29 0 4 4 4 0 0 0 26

○ ○ 22,730 ○ ○ 60,000 ○ ○ 46,768 ○ ○ 20,305

体育実技用具費の上限額について，柔道　7，650円，剣道　52，900円，スキー　38，030円，ス
ケート　11，810円（授業で使用する場合で1～3学年，4～6学年の各3年間に一度，1種類限りで，
上記金額を限度とする）
クラブ活動費については、中学生全学年に定額支給（7,000円）、中1にはさらに実費負担額（上限
額：2,3150円）を支給している。

○ ○ 38,000 ○ ○ 2,270 ○ ○ 23,861 クラブ活動費・生徒会費・ＰＴＡ会費は学用品費に含む形で支給している。

○ ○ 22,730 22,621 ○ ○ 60,000 60,000 ○ ○ 80,880 0 ○ ○ 32,010 通学費 実績なし

○ ○ 22,730 ○ ○ 60,000 ○ ○ 0 ○ ○ 48,681 通学費　実績なし

○ ○ 22,730 ○ ○ 60,000 ○ ○ 21,154
医療費及び学校給食費は支給平均額の算出が困難なため、令和３年度予算に計上した単価を
記載。

○ ○ 22,730 ○ ○ 60,000 ○ ○ 0 ○ ○ 36,202 通学費については実績なし

○ ○ 22,730 22,712 ○ ○ 60,000 60,000 ○ ○ 8,000 0 ○ ○ 48,996 通学費、校外活動費（宿泊を伴うもの）、オンライン学習通信費　実績なし
○ ○ 22,730 ○ ○ 60,000 ○ ○ 22,119

○ ○ 22,730 ○ ○ 60,000 ○ ○ 35,343
体育実技用品費、校外活動費（宿泊を伴わないもの）、オンライン学習通信費、医療費について
は支給実績なし

○ ○ 22,730 22,635 ○ ○ 60,000 ○ ○ 0 ○ ○ 47,484
体育実技用具費、通学費は実績なし
通学用品費、新入学児童生徒学用品費は４月１日認定の生徒に限り支給

○ ○ 22,730 11,365 ○ ○ 60,000 60,000 ○ ○ 14,645 校外活動費（宿泊を伴わないもの）は実績なし、体育実技用具費は実績なし
○ ○ 22,730 ○ ○ 60,000 ○ ○ 0 修学旅行費、校外活動費（宿泊を伴うもの）、オンライン学習通信費は、実績なし

○ ○ 22,730 ○ ○ 60,000 ○ ○ ○ ○ 27,469
校外活動費の平均支給額は予算額。通学費は対象者に限り38円/㎞を支給。医療費は受診した
医療機関に直接振り込む。学校給食費は公金振替にて対応。

○ ○ 22,730 ○ ○ 60,000 ○ ○ 0 ○ ○ 26,733 体育実技用具費　：柔道　上限7,650円、剣道　上限52,900円、スキー　上限38,030円

○ ○ 22,730 ○ ○ 60,000 ○ ○ 74,850

体育実技用具費：１～３年で１回
通学用品費：２～３年生対象
修学旅行費、医療費：令和３年度予算計上単価
クラブ活動費、PTA会費：１世帯当たりの上限額

○ ○ 25,000 ○ ○ 60,000 ○ ○ 0 ○ ○ 32,660

○ ○ 22,730 ○ ○ 60,000 ○ ○ 23,240

○ ○ 22,730 ○ ○ 60,000 ○ ○ 80,880 0 ○ ○ 75,000 72,000
「支給平均額」欄について、執行額による記入が困難なため、令和3年度予算に計上した単価を記
載。通学費については、実績無しのため0円で記入。

○ ○ 22,730 ○ ○ 60,000 ○ ○ 60,910 0

修学旅行費について令和２年度は中止となったため実績なし。
校外活動費（宿泊を伴うもの）については実績なし。
オンライン学習通信費については令和3年度から追加したため実績なし。
医療費は請求が無いので実績なし

○ ○ 22,730 ○ ○ 60,000 ○ ○ 0 ○ ○ 26,850 医療費の請求はないので、実績はなし。

○ ○ 22,730 ○ ○ 60,000 ○ ○ 75,000 平均支給額については令和3年度予算計上単価

○ ○ 23,865 ○ ○ 60,000 ○ ○ 66,000

医療費については、当町の医療費助成制度の方が優先されるため、費目としてはあるものの支
給実績がない。
オンライン学習通信費についても、費目はあるが現時点では実績がない。

○ ○ 22,730 22,730 ○ ○ 60,000 60,000 ○ ○ 38,332

令和３年度予算に計上した単価を支給平均額に記載：オンライン学習通信費
実績なし：校外活動費（宿泊を伴わないもの）,校外活動費（宿泊を伴うもの）,医療費,学校給食費
学校給食費については,無償としているため実績なし。

○ ○ 22,730 ○ ○ 60,000 ○ ○ 64,015
○ ○ 22,730 ○ ○ 60,000 ○ ○ 43,520

○ ○ 22,730 ○ ○ 60,000 ○ ○ 37,208

○ ○ 27,310 26,262 ○ ○ 60,000 2,600 ○ ○ 32,696

学用品費　　：中学１年　　　　→25,040円
                 中学２年～３年→27,310円
医療費　　　 ：日本スポーツ振興センター災害共済適用
学校給食費 ：新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金充当

○ ○ 22,730 22,730 ○ ○ 60,000 60,000 ○ ○ ○ ○ 27,160 通学用品費、校外活動費については実績なし

○ ○ 22,730 ○ ○ 60,000 ○ ○ 80,880 0 ○ ○ 60,910 17,006

「通学費」「校外活動費（宿泊を伴うもの）」は支給実績なし
「オンライン学習通信費」は令和３年度からの新費目
「学校給食費」は令和３年度からの学校給食費の無償化に伴い費目から除外

○ ○ 22,730 ○ ○ 60,000 ○ ○ 0 ○ ○ 63,480 通学費、クラブ活動費及び医療費：実績なし
○ ○ 22,730 22,730 ○ ○ 60,000 60,000 ○ ○ 34,560 校外活動費（宿泊を伴わないもの）及び医療費については実績なし

○ ○ 22,730 ○ ○ 60,000 ○ ○ 60,910 51,933

○ ○ 22,730 22,730 ○ ○ 60,000 60,000 ○ ○ ○ ○ 21,928

・通学費　－　小学校及び中学校の児童生徒に対する通学費の補助に関する規定により当町で
は公共交通機関及び徒歩、自家用車を利用しなければならない町内全児童生徒に対し、通学費
を補助していることから就学援助としての費目は設定しているが就学援助として支給はしていな
い。
・体育実技用具費　－　①スキー用具代、②柔道用具代、③剣道用具代である。

補足事項

新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費学用品費

（２）　中学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）

７．令和３年度準要保護就学援助額



33 33

岩手県 盛岡市
岩手県 宮古市

岩手県 大船渡市

岩手県 花巻市

岩手県 北上市

岩手県 久慈市

岩手県 遠野市
岩手県 一関市

岩手県 陸前高田市

岩手県 釜石市
岩手県 二戸市
岩手県 八幡平市

岩手県 奥州市

岩手県 滝沢市

岩手県 雫石町

岩手県 葛巻町

岩手県 岩手町

岩手県 紫波町

岩手県 矢巾町
岩手県 西和賀町

岩手県 金ケ崎町

岩手県 平泉町

岩手県 住田町
岩手県 大槌町
岩手県 山田町

岩手県 岩泉町

岩手県 田野畑村

岩手県 普代村

岩手県 軽米町
岩手県 野田村
岩手県 九戸村

岩手県 洋野町

岩手県 一戸町

市区町村名都道府県

８．その他

1

今年度より、昨年度の所得を基準に認定作業を行った。

（１）　就学援助制度の運用や，経済的に困窮している児童生徒に対する取組・対応について，これまでの回答への補足


